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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月15日(2015.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）懸濁液中の未処理のナノ粒子の溶質であって、金属酸化物と、混合金属酸化物と、
カルコゲニドと、混合金属カルコゲニドとからなる群から選択される、溶質と、
　ｂ）χの値が０．００未満の溶媒と、からなる溶媒系。
【請求項２】
　前記溶媒は、ＤＭＦと、ＣＰＯと、ＩＰＡと、ＣＨＰと、ＮＭＰと、それらの混合物と
からなる群から選択される、
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　請求項１に記載の溶媒系。
【請求項３】
　前記溶媒は、前記溶質を実質的な懸濁液中に２週間以上維持する、
　請求項２に記載の溶媒系。
【請求項４】
　ａ）懸濁液中の二酸化チタンナノワイヤと、
　ｂ）χの値が０．００未満の溶媒と、からなる溶液。
【請求項５】
　前記溶媒は、ＤＭＦと、ＣＰＯと、ＣＨＰと、ＮＭＰと、それらの混合物とからなる群
から選択される、
　請求項４に記載の溶液。
【請求項６】
　前記溶媒は、１：１の比のＣＨＰとＮＭＰとの混合物である、
　請求項４に記載の溶液。
【請求項７】
　電極を製造する方法であって、
　ａ）二酸化チタンナノワイヤの群を溶媒中に導入し、該二酸化チタンナノワイヤの群を
溶解する工程であって、前記溶媒のχの値は０．０１未満である、前記工程と、
　ｂ）前記溶媒と溶解した二酸化チタンナノワイヤの群とを表面に適用し、電気的に相互
接続する二酸化チタンナノワイヤの集合体を別個の層として生成する工程と、
　ｃ）前記溶媒の実質的に全てを除去する工程と、を備える方法。
【請求項８】
　ａ）別個の層において電気的に相互接続する二酸化チタンナノワイヤの集合体と、
　ｂ）二酸化チタンナノワイヤの前記集合体を支える表面と、
　ｃ）ＤＭＦと、ＣＰＯと、ＣＨＰと、ＮＭＰと、それらの混合物とからなる群から選択
される痕跡量の溶媒と、からなる電極。
【請求項９】
　前記二酸化チタンナノワイヤは、未処理のグラフェンシートに固定された二酸化チタン
ナノワイヤを含む、
　請求項８に記載の電極。
【請求項１０】
　二酸化チタンナノワイヤを分取するための方法であって、
　ａ）二酸化チタンナノワイヤの群を提供する工程と、
　ｂ）χの値が０．０１未満である溶媒を前記二酸化チタンナノワイヤの群に適用し、該
二酸化チタンナノワイヤの群を溶解する工程と、
　ｃ）前記溶媒を除去する工程と、を備える方法。
【請求項１１】
　前記溶媒は、ＤＭＦと、ＣＰＯと、ＣＨＰと、ＮＭＰと、それらの混合物とからなる群
から選択される、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ａ）未処理のナノ粒子の溶質であって、金属酸化物と、混合金属酸化物と、カルコゲニ
ドと、混合金属カルコゲニドとからなる群から選択される、溶質と、
　ｂ）ＤＭＦと、ＣＰＯと、ＣＨＰと、ＮＭＰと、それらの混合物とからなる群から選択
される痕跡量の溶媒と、
　ｃ）化粧品的又は医薬的に許容可能な送達系又は担体ベース組成物と、からなるＵＶ吸
収組成物。
【請求項１３】
　未処理のナノ粒子を含む合成樹脂複合材料であって、
　ａ）未処理のナノ粒子の溶質であって、金属酸化物と、混合金属酸化物と、カルコゲニ
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ドと、混合金属カルコゲニドとからなる群から選択される、溶質と、
　ｂ）ＤＭＦと、ＣＰＯと、ＣＨＰと、ＮＭＰと、それらの混合物とからなる群から選択
される痕跡量の溶媒と、
　ｃ）液相ポリマと、からなる合成樹脂複合材料。
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